
地域医療連携推進法人の認定に係る手続きの流れ

※ 参加法人は非営利法人に限定
医療法人（病院、診療所）、介護事業等その他の非営利法人

・医療機関相互間の機能分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢としての、新たな法人の認定制度
・複数の医療機関等が法人に参画することにより、競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保
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⑦地域医療構想調整会議を開催
（医療法第30条の14に基づき、２次医療圏毎に設
置される協議の場）
【協議事項】
・認定申請に係る「医療連携推進方針」
についての意見聴取

・地域医療構想との整合性
各圏域の調整会議での協議に当たっては、事務局
と事前に調整が必要。
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・連携推進方針の検討
・想定する事業
・連携法人の規模等

スケジュール等を調整
のうえ、各種会議にお
いて適宜事前説明

法人

※⑦、⑧は年1～2回
程度の開催


